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私たち税理士法人プライスウォーターハウスク

ーパースは、全世界148カ国に13万人のスタ
ッフを擁する世界最大級の会計事務所プライ

スウォータハウスクーパース(PwC)の日本に
おけるメンバーファームです。日本最大級のタ

ックスアドバイザーとして、公認会計士、税理

士等約350人のスタッフから成る専門家集団
であり、そのうち約80名が金融部に所属して
います。  
PwCのグローバルネットワークの価値を最大
限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money
としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前
提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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コミットメントライン契約に係る 
印紙税の取扱いについて 

 
 
 
平成18年7月19日に、国税庁より「コミットメントライン契約に関して
作成する文書に対する印紙税の取扱い」（以下、「国税庁取扱い」）

が公表されました。国税庁取扱いにおいて、コミットメントライン契約

とは、「貸付人である金融機関が手数料を徴収することによって、

借入人のために一定期間、一定の融資極度額を設定し、貸付人は

貸付を行う義務を負担する契約」であると定義され、一般的なコミッ

トメントライン契約において締結される契約書の文例に基づき、印

紙税の課税上の取扱いが解説されています。 
 
コミットメントライン契約においては、基本契約書であるコミットメント

ライン設定契約書に基づき、借入人が個別の貸付申込書を金融機

関に提出することで融資の実行を受け、受領書等を作成するという

取引の流れが想定されますが、コミットメントライン設定契約書、個

別の貸付申込書および受領書等（以下、「コミットメントライン契約

書等」）を印紙税法上、それぞれどのように取り扱うかという論点が

従来からありました。 
 
そこで本稿では、コミットメントライン契約書等の印紙税の取扱いに

ついてその概要をご説明いたします。 
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1. コミットメントライン設定契約書 
 
国税庁取扱いにおいては、コミットメントライン契約の設定に際して作成する基本契約書（以下、「基本契約

書」）として、（1）相対方式による契約（借入人が貸付人と個別に契約を締結する方式）と、（2）シンジケート方
式による契約（借入人が複数の貸付先と同一条件によるコミットメントラインを設定する契約で、同時にエー

ジェントである金融機関と貸付人である金融機関との間で連絡・通知事務等を委託することも定めたもの）の

2種類が紹介されています。それぞれの方式による基本契約書に関する印紙税の考え方は、以下のとおりで
す。 
 
なお、国税庁取扱いにおいて記載されているコミットメントライン契約は、融資極度額の範囲内で反復して貸

付を行う義務を貸付人が負担することを約する文書を指していますので、本稿においてもコミットメントライン

契約が上記内容のものである前提で説明いたします。 
 
(1) 相対方式の場合 
 
相対方式により融資極度額を定める基本契約書は、印紙税法上、金銭消費貸借契約に該当します。本基本

契約書は融資枠の設定をしたものであって、実際の貸付金額を決定するものではないため、「契約金額の記

載のない金銭消費貸借契約書（第1号の3文書の2）」として、基本契約書1通あたり200円の印紙税が課され
ます。 
 
(2) シンジケート方式の場合 
 
シンジケート方式により締結された基本契約書も、（1）と同様に「契約金額の記載のない金銭消費貸借契約
書（第1号の3文書の2）」に該当します。 
 
さらに、国税庁取扱いで紹介されたシンジケート方式により締結された基本契約書においては、エージェント

である金融機関と貸付人である金融機関との間で継続的に連絡・通知事務等を委託することも定められてい

ることから、本契約書は、印紙税法上「継続的取引の基本となる契約書（第7号文書）」にも該当します。 
 
印紙税法上、「第1号文書で契約金額の記載のないもの」と「第7号文書」の両方に該当する文書は第7号文
書として取り扱われますので、シンジケート方式により締結される基本契約書は、第7号文書として、1通あた
り4,000円の印紙税が課されます。 
 
 
2. 借入申込書 
 
印紙税法上、「申込書」、「注文書」（以下、「申込書等」）と表示された文書であっても、以下に該当するものは、

「契約書」に該当する旨が規定されています。 
 

(1) 契約当事者間の基本契約書に基づく申込みであることが記載されている申込書等で、かつ 
(2) 一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における申込書等 

 
国税庁取扱いにおいては、申込書等の一般的な文例に基づき、コミットメントライン契約における基本契約書

に基づく申込書等の提出は、「基本契約書で定めた条件が成就されていれば、自動的に貸付義務が生ずる

もの」と考えられる旨が説明されています。したがって、基本契約書に基づく申込書等は、印紙税法上、原則

として第1号の3文書（消費貸借に関する契約書）に該当し、借入れの申込金額を記載金額として、記載金額
に応じた印紙税が課されます。 
 
なお、申込書等とは別に金銭消費貸借契約書（第1号の3号文書）を作成することが明らかな場合には、申込
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書等は印紙税法上の契約書とは取り扱われない旨が印紙税基本通達に規定されていますが、国税庁取扱

いにおいても同様の説明がされています。 
 
 
3. 受領書 
 
借入金の受領の事実のみを記載した受領書は、「金銭または有価証券の受取書で売上代金に係る金銭また

は有価証券の受取書以外のもの（第17号の2文書）」として、原則として、200円の印紙税が課されます。なお、
借入金の受領の事実に加えて、返還期日や返還方法等を記載証明するものである場合には、借入金の総

額を記載金額とする第1号の3文書として消費貸借に関する契約書として取り扱われます。 
 
 
 

より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 
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